
４月分

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

1
子育て政策
室

吹田市地域子育て拠
点事業【一般型（5日
型）】

乳幼児及びその保護
者が交流を行う場所
を開設し、子育てに
関する相談、情報提
供その他の援助を行
う業務

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

(令和5年4月1日)

吹田市山田西1丁目26
番27号

社会福祉法人　こばと
会

8,398,000円

本事業の委託先は、社会福祉法の規定により事業の開始届
を提出した事業者に限られており、そのうち当該事業者につい
ては、本事業を確実に履行できる施設・能力を有することを事
前協議により確認し、また、これまでも本事業を適正に実施し
た実績を有するため。
（随意契約ガイドライン令第167条の2第1項第2号（1）【物品・
委託役務関係業務】ｱ及び（2）ｳに該当）

2
子育て政策
室

吹田市地域子育て拠
点事業【一般型（5日
型）】

乳幼児及びその保護
者が交流を行う場所
を開設し、子育てに
関する相談、情報提
供その他の援助を行
う業務

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

(令和5年4月1日)

吹田市佐井寺南が丘3
番5号

社会福祉法人  大阪ア
カシヤ福祉会

8,398,000円

本事業の委託先は、社会福祉法の規定により事業の開始届
を提出した事業者に限られており、そのうち当該事業者につい
ては、本事業を確実に履行できる施設・能力を有することを事
前協議により確認し、また、これまでも本事業を適正に実施し
た実績を有するため。
（随意契約ガイドライン令第167条の2第1項第2号（1）【物品・
委託役務関係業務】ｱ及び（2）ｳに該当）

3
子育て政策
室

吹田市地域子育て拠
点事業【一般型（3～4
日型）】

乳幼児及びその保護
者が交流を行う場所
を開設し、子育てに
関する相談、情報提
供その他の援助を行
う業務

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

(令和5年4月1日)

吹田市津雲台4丁目9
番1号

社会福祉法人　愛の園

4,199,000円

本事業の委託先は、社会福祉法の規定により事業の開始届
を提出した事業者に限られており、そのうち当該事業者につい
ては、本事業を確実に履行できる施設・能力を有することを事
前協議により確認し、また、これまでも本事業を適正に実施し
た実績を有するため。
（随意契約ガイドライン令第167条の2第1項第2号（1）【物品・
委託役務関係業務】ｱ及び（2）ｳに該当）

4
子育て政策
室

吹田市地域子育て拠
点事業【一般型（3～4
日型）】

乳幼児及びその保護
者が交流を行う場所
を開設し、子育てに
関する相談、情報提
供その他の援助を行
う業務

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

(令和5年4月1日)

摂津市千里丘3丁目16
番7号

社会福祉法人　成光苑

4,199,000円

本事業の委託先は、社会福祉法の規定により事業の開始届
を提出した事業者に限られており、そのうち当該事業者につい
ては、本事業を確実に履行できる施設・能力を有することを事
前協議により確認し、また、これまでも本事業を適正に実施し
た実績を有するため。
（随意契約ガイドライン令第167条の2第1項第2号（1）【物品・
委託役務関係業務】ｱ及び（2）ｳに該当）

令和５年度　随意契約一覧表（児童部）

※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。



４月分

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

5 子育て政策室
吹田市立各児童会館
安全対策業務

児童会館の安全管理
と円滑な運営を目的
とした安全管理員の
配置（千里丘児童会
館他10館）

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

(令和5年4月1日)

吹田市千里山松が丘
26番23号

公益社団法人　吹田市
シルバー人材センター

単価契約
それぞれ１日

につき
前期前日
101,488円
後期前日
103,540円
前期半日
57,087円
後期半日
51,770円

執行予定総額
26,785,165円

吹田市立各児童会館の安全管理と円滑な運営を目的に、来
館者に対する対応、児童の不測の事故に対する緊急かつ臨
機応変な処置を任務とする業務委託にあたり、他室課におい
て、同業務を良好に遂行してきた実績があり、高齢者の雇用
促進につながる公益社団法人吹田市シルバー人材センターと
随意契約を締結するものです。
（随意契約ガイドライン令第167条の2第1項第3号に該当）

6
子育て給付
課

児童給付システム運
用保守業務

児童給付システムの
保守業務

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

(令和5年4月1日)

岡山市南区豊成2丁目
7番16号

（株）両備システムズ
代表取締役　松田　敏
之

3,894,000円

株式会社両備システムズは、本システムの開発業者であり、
本システムに精通しており、業務の性質上他者による改修が
できないため。（ガイドライン令167条の2第1項第2号の（1）物
品・委託役務関係業務（カ）特定の者でなければ役務を提供す
ることができないときに該当）

7
家庭児童相談
室

吹田市子育て世帯家事・
育児支援事業委託業務

吹田市子育て世帯家
事・育児支援事業の業
務を委託する契約

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

（令和5年4月1日）

大阪市北区堂島二丁目２
番２号
株式会社ケア２１
（事業所：ケア２１岸辺）

単価契約
利用者区分

（時間）
A 3000円
B 2700円
C 2400円
D 2100円
他５項目

年間執行予
定総額

2，723，136
円

吹田市子育て世帯家事・育児支援事業委託業務は、実施要
領等により事業費が定められており、募集要項に規定する募
集要件を全て満たす事業所と随意契約を行うため、随意契約
ガイドライン第１６７条の２第１項第２（２）競争が成り立たない
契約をするとき（ウ）契約を誠実に履行できる施設・能力を有
し、かつ当該契約を妥結する意思を示した者と契約をするとき
に該当するものです。

※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。

令和５年度　随意契約一覧表（児童部）



４月分

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

8
家庭児童相談
室

吹田市子育て世帯家事・
育児支援事業委託業務

吹田市子育て世帯家
事・育児支援事業の業
務を委託する契約

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

（令和5年4月1日）

大阪市北区堂島二丁目２
番２号
株式会社ケア２１
（事業所：ケア２１山田）

単価契約
利用者区分

（時間）
A 3000円
B 2700円
C 2400円
D 2100円
他５項目

年間執行予
定総額

2，723，136
円

吹田市子育て世帯家事・育児支援事業委託業務は、実施要
領等により事業費が定められており、募集要項に規定する募
集要件を全て満たす事業所と随意契約を行うため、随意契約
ガイドライン第１６７条の２第１項第２（２）競争が成り立たない
契約をするとき（ウ）契約を誠実に履行できる施設・能力を有
し、かつ当該契約を妥結する意思を示した者と契約をするとき
に該当するものです。

9
家庭児童相談
室

吹田市子育て世帯家事・
育児支援事業委託業務

吹田市子育て世帯家
事・育児支援事業の業
務を委託する契約

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

（令和5年4月1日）

大阪市北区堂島二丁目２
番２号
株式会社ケア２１
（事業所：ケア２１吹田）

単価契約
利用者区分

（時間）
A 3000円
B 2700円
C 2400円
D 2100円
他５項目

年間執行予
定総額

2，723，136
円

吹田市子育て世帯家事・育児支援事業委託業務は、実施要
領等により事業費が定められており、募集要項に規定する募
集要件を全て満たす事業所と随意契約を行うため、随意契約
ガイドライン第１６７条の２第１項第２（２）競争が成り立たない
契約をするとき（ウ）契約を誠実に履行できる施設・能力を有
し、かつ当該契約を妥結する意思を示した者と契約をするとき
に該当するものです。

10
家庭児童相談
室

吹田市子育て世帯家事・
育児支援事業委託業務

吹田市子育て世帯家
事・育児支援事業の業
務を委託する契約

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

（令和5年4月1日）

大阪市北区堂島二丁目２
番２号
株式会社ケア２１
（事業所：ケア２１千里丘）

単価契約
利用者区分

（時間）
A 3000円
B 2700円
C 2400円
D 2100円
他５項目

年間執行予
定総額

2，723，136
円

吹田市子育て世帯家事・育児支援事業委託業務は、実施要
領等により事業費が定められており、募集要項に規定する募
集要件を全て満たす事業所と随意契約を行うため、随意契約
ガイドライン第１６７条の２第１項第２（２）競争が成り立たない
契約をするとき（ウ）契約を誠実に履行できる施設・能力を有
し、かつ当該契約を妥結する意思を示した者と契約をするとき
に該当するものです。

令和５年度　随意契約一覧表（児童部）

※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。



４月分

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

11
家庭児童相談
室

吹田市子育て世帯家事・
育児支援事業委託業務

吹田市子育て世帯家
事・育児支援事業の業
務を委託する契約

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

（令和5年4月1日）

吹田市内本町三丁目１番
５号
合同会社　知己

単価契約
利用者区分

（時間）
A 3000円
B 2700円
C 2400円
D 2100円
他５項目

年間執行予
定総額

2，723，136
円

吹田市子育て世帯家事・育児支援事業委託業務は、実施要
領等により事業費が定められており、募集要項に規定する募
集要件を全て満たす事業所と随意契約を行うため、随意契約
ガイドライン第１６７条の２第１項第２（２）競争が成り立たない
契約をするとき（ウ）契約を誠実に履行できる施設・能力を有
し、かつ当該契約を妥結する意思を示した者と契約をするとき
に該当するものです。

12
家庭児童相談
室

吹田市子育て世帯家事・
育児支援事業委託業務

吹田市子育て世帯家
事・育児支援事業の業
務を委託する契約

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

（令和5年4月1日）

吹田市朝日町３番３０５
株式会社コスモス

単価契約
利用者区分

（時間）
A 3000円
B 2700円
C 2400円
D 2100円
他５項目

年間執行予
定総額

2，723，136
円

吹田市子育て世帯家事・育児支援事業委託業務は、実施要
領等により事業費が定められており、募集要項に規定する募
集要件を全て満たす事業所と随意契約を行うため、随意契約
ガイドライン第１６７条の２第１項第２（２）競争が成り立たない
契約をするとき（ウ）契約を誠実に履行できる施設・能力を有
し、かつ当該契約を妥結する意思を示した者と契約をするとき
に該当するものです。

13
家庭児童相談
室

吹田市子育て世帯家事・
育児支援事業委託業務

吹田市子育て世帯家
事・育児支援事業の業
務を委託する契約

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

（令和5年4月1日）

大阪市東淀川区東中島１
丁目１８番２２号
株式会社　ライフケア・ビ
ジョン

単価契約
利用者区分

（時間）
A 3000円
B 2700円
C 2400円
D 2100円
他５項目

年間執行予
定総額

2，723，136
円

吹田市子育て世帯家事・育児支援事業委託業務は、実施要
領等により事業費が定められており、募集要項に規定する募
集要件を全て満たす事業所と随意契約を行うため、随意契約
ガイドライン第１６７条の２第１項第２（２）競争が成り立たない
契約をするとき（ウ）契約を誠実に履行できる施設・能力を有
し、かつ当該契約を妥結する意思を示した者と契約をするとき
に該当するものです。

令和５年度　随意契約一覧表（児童部）

※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。



４月分

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

14
家庭児童相談
室

吹田市子育て世帯家事・
育児支援事業委託業務

吹田市子育て世帯家
事・育児支援事業の業
務を委託する契約

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

（令和5年4月1日）

茨木市東太田町１丁目４
番３９号
社会福祉法人　藍野福祉
会

単価契約
利用者区分

（時間）
A 3000円
B 2700円
C 2400円
D 2100円
他５項目

年間執行予
定総額

2，723，136
円

吹田市子育て世帯家事・育児支援事業委託業務は、実施要
領等により事業費が定められており、募集要項に規定する募
集要件を全て満たす事業所と随意契約を行うため、随意契約
ガイドライン第１６７条の２第１項第２（２）競争が成り立たない
契約をするとき（ウ）契約を誠実に履行できる施設・能力を有
し、かつ当該契約を妥結する意思を示した者と契約をするとき
に該当するものです。

15
保育幼稚園
室

吹田市病児・病後児保
育事業

病児・病後児保育室
において行う病児・病
後児保育事業

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

（令和5年4月1日）

吹田市藤白台4丁目33
番12号

医療法人えちごクリニッ
ク

単価契約
1月につき

1,987,700円
1日7人受入

れのとき
20,660円
他3項目

執行予定総
額

28,354,500円

国の病児・病後児保育事業実施要綱の要件を満たし、
児童の病態の変化に適格に対応するため「健康管理医
師」を配置させて、病児・病後児保育事業を実施できる
事業者であり、吹田市病児・病後児保育事業実施要領
において、実施施設として規定されているため。
（随意契約ガイドライン令第167条の2第1項第2号１（１）
【物品・委託役務関係業務】アに該当）

16
保育幼稚園
室

吹田市病児・病後児保
育事業

病児・病後児保育室
江坂キッズにおいて
行う病児・病後児保
育事業

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

（令和5年4月1日）

吹田市垂水町3丁目22
番1号

特定医療法人ダイワ会
大和病院

単価契約
1月につき

1,987,700円
1日7人受入

れのとき
20,660円
他3項目

執行予定総
額

26,785,450円

国の病児・病後児保育事業実施要綱の要件を満たし、
児童の病態の変化に適格に対応するため「健康管理医
師」を配置させて、病児・病後児保育事業を実施できる
事業者であり、吹田市病児・病後児保育事業実施要領
において、実施施設として規定されているため。
（随意契約ガイドライン令第167条の2第1項第2号１（１）
【物品・委託役務関係業務】アに該当）

令和５年度　随意契約一覧表（児童部）

※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。



４月分

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

17
保育幼稚園
室

吹田市病児・病後児保
育事業

病児・病後児保育室
ひろあキッズにおい
て行う病児・病後児
保育事業

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

（令和5年4月1日）

吹田市津雲台5丁目17
番46号

医療法人路傍の森

単価契約
1月につき

1,987,700円
1日7人受入

れのとき
20,660円
他3項目

執行予定総
額

25,342,530円

国の病児・病後児保育事業実施要綱の要件を満たし、
児童の病態の変化に適格に対応するため「健康管理医
師」を配置させて、病児・病後児保育事業を実施できる
事業者であり、吹田市病児・病後児保育事業実施要領
において、実施施設として規定されているため。
（随意契約ガイドライン令第167条の2第1項第2号１（１）
【物品・委託役務関係業務】アに該当）

18
保育幼稚園
室

吹田市病児・病後児保
育事業

病児・病後児保育室
吹田けんとキッズに
おいて行う病児・病後
児保育事業

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

（令和5年4月1日）

東京炉品川区東品川
一丁目3番10号

アートチャイルドケア株
式会社

単価契約
1月につき

1,857,900円
1日7人受入

れのとき
20,660円
他3項目

執行予定総
額

23,911,710円

国の病児・病後児保育事業実施要綱の要件を満たし、
児童の病態の変化に適格に対応するため「健康管理医
師」を配置させて、病児・病後児保育事業を実施できる
事業者であり、吹田市病児・病後児保育事業実施要領
において、実施施設として規定されているため。
（随意契約ガイドライン令第167条の2第1項第2号１（１）
【物品・委託役務関係業務】アに該当）

19
保育幼稚園
室

吹田市病児・病後児保
育事業

病児・病後児保育室
にぶろっこりーおいて
行う病児・病後児保
育事業

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

（令和5年4月1日）

吹田市津雲台1丁目1
番4号

医療法人こどもクリニッ
ク北

単価契約
1月につき

1,894,200円
1日7人受入

れのとき
22,660円
他3項目

執行予定総
額

27,215,300円

国の病児・病後児保育事業実施要綱の要件を満たし、
児童の病態の変化に適格に対応するため「健康管理医
師」を配置させて、病児・病後児保育事業を実施できる
事業者であり、吹田市病児・病後児保育事業実施要領
において、実施施設として規定されているため。
（随意契約ガイドライン令第167条の2第1項第2号１（１）
【物品・委託役務関係業務】アに該当）

※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。

令和５年度　随意契約一覧表（児童部）



４月分

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

20
保育幼稚園
室

吹田市教育・保育施設
運営支援システム保
守業務

吹田市教育・保育施
設運営支援システム
運用・保守契約

令和５年４月１日から
令和６年３月３１日ま
で

（令和5年4月1日）

岡山県岡山市南区豊
成２丁目７番１６号

（株）両備システムズ

8,448,000円

吹田市教育・保育施設運営支援システムは当該業者が
作成しており、著作権を有する者又は運用上、開発と密
接な知識を有する者と締結する情報システムの運用・保
守業務に当たり、当該業者でなければ役務を提供する
ことができないため
（随意契約ガイドライン令第167条の2第1項第2号（1）
【物品・委託役務関係業務】ｶに該当）

21
保育幼稚園
室

令和５年度幼稚園等環
境整備業務

認定こども園等の環
境整備

令和５年４月１日から
令和５年９月30日まで
（令和５年４月１日）

吹田市千里山松が丘２
６番２３号
公益社団法人吹田市シ
ルバー人材センター

単価契約
全日8,081円
執行予定総

額
18,302,656円

随意契約ガイドラインの「地方自治法施行令第167条の
2第1項第3号、障害者支援施設等からの物品買い入れ
や役務の提供を受ける場合」において、シルバー人材
センターより役務の提供を受けるものに該当

22
保育幼稚園
室

吹田市立保育所等安
全対策業務

吹田市立保育所等の
安全管理と円滑な運
営を目的とし、来訪者
に対する対応、園児
の不測の事故に対す
る緊急かつ臨機応変
な対応を行うもの

令和５年４月１日から
令和５年９月30日ま
で
（令和５年４月１日）

吹田市千里山松が丘２
６番２３号
公益社団法人吹田市シ
ルバー人材センター

単価契約
保育所分１日
当たり53,886

円
幼保連携型

認定こども園
分１日当たり

17,963円
他８項目

執行予定総
額

20,588,645円

随意契約ガイドラインの「地方自治法施行令第167条の
2第1項第3号、障害者支援施設等からの物品買い入れ
や役務の提供を受ける場合」において、シルバー人材
センターより役務の提供を受けるものに該当

令和５年度　随意契約一覧表（児童部）

※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。



４月分

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

23
保育幼稚園
室

吹田市立幼稚園型認
定こども園給食調理業
務

吹田市立幼稚園型認
定こども園での給食
及びおやつの提供

令和５年４月１日から
令和５年５月31日ま
で
（令和５年４月１日）

愛知県小牧市高根１丁
目２００番地
株式会社アイコーメディ
カル

単価契約
基本料金

936,408円（税
込）

給食235円
おやつ 40円
執行予定総

額21,411,923
円

地方自治法施行令167条の2第1項第2号「入札等の準
備のために年度当初の当該入札等に必要と認められる
期間について前年度の契約の相手方と契約する場合」
に該当

24
保育幼稚園
室

吹田市立幼保連携型
認定こども園給食調理
業務

吹田市立幼稚園型認
定こども園での給食
及びおやつの提供

令和５年４月１日から
令和５年５月31日ま
で
（令和５年４月１日）

愛知県小牧市高根１丁
目２００番地
株式会社アイコーメディ
カル

単価契約
基本料金

996,666円（税
込）

給食235円
おやつ 40円
執行予定総
額5,542,414

円

地方自治法施行令167条の2第1項第2号「入札等の準
備のために年度当初の当該入札等に必要と認められる
期間について前年度の契約の相手方と契約する場合」
に該当

25 保育幼稚園室
吹田市子ども・子育て支
援システム運用保守業務

吹田市子ども・子育て支
援システムの運用・保
守に係る業務

令和５年４月１日から
令和６年３月31日まで
（令和５年４月１日）

大阪市中央区城見２丁目
２番６号
富士通Japan株式会社
大阪第一統括ビジネス部

10,432,295円

　吹田市子ども・子育て支援システムは契約の相手方が保有
するシステムのパッケージに本市が求める機能を適用させて
開発したシステムであり、本システムの運用に当たっては、契
約の相手方がその知識を前提として行うことになるため
（随意契約ガイドライン令第167条の２第１項第２号【物品・委
託役務関係業務】カ「特定の者でなければ役務を提供すること
ができないとき」に該当）

26 保育幼稚園室
保育施設利用等電子
申込システム利用及
び運用保守業務

保育施設利用等電子
申込システムの利用
及び運用保守に係る
業務

令和５年４月１日から
令和６年３月31日まで
（令和５年４月１日）

大阪府貝塚市脇浜４丁目
２番22号
株式会社　南大阪電子計
算センター

2,750,880円

本業務は、本市の委任に基づき大阪市町村スマートシティ推
進連絡会議が事業者選定した後、当該選定された事業者と本
市との間で契約を行うため
（随意契約ガイドライン令第167条の２第１項第２号【物品・委
託役務関係業務】カ「特定の者でなければ役務を提供すること
ができないとき」に該当）

※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。

令和５年度　随意契約一覧表（児童部）



４月分

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

27
こども発達支
援センター

吹田市発達支援研究業
務

発達に課題のある児童
とその保護者に対する
支援に係る研究業務

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

(令和5年4月1日)

吹田市山田丘北２番２号

国立大学法人大阪大学大
学院大阪大学・金沢大学・
浜松医科大学・千葉大学・
福井大学連合小児発達学
研究科

15,000,000円

　大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連
合小児発達学研究科の５大学は、子どものこころの問題を科
学的視点によって解決することを目的として、子どものこころの
分子統御機構研究センターを運営し、連携協力を行っている。
　研究から得られる高度な専門的知見を有し、本市に居住す
る発達に課題のある児童とその保護者への支援を行う意欲を
示している組織は、同センターの他に存在しないため。
（吹田市随意契約ガイドライン令第１６７条の２第１項第２号
（１）契約の相手方が特定されるとき。【物品・委託契約関係業
務】カ　特定の者でなければ役務を提供することができないと
きに該当）

５月分

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

1
家庭児童相談
室

吹田市子育て世帯家事・
育児支援事業委託業務

吹田市子育て世帯家
事・育児支援事業の業
務を委託する契約

令和5年5月1日から令
和6年3月31日まで

（令和5年5月1日）

吹田市千里山松が丘２６
番２３号
公益社団法人吹田市シル
バー人材センター

単価契約
利用者区分

（時間）
A 3000円
B 2700円
C 2400円
D 2100円
他５項目

年間執行予
定総額

2,723,136円

吹田市子育て世帯家事・育児支援事業委託業務は、実施要
領等により事業費が定められており、募集要項に規定する募
集要件を全て満たす事業所と随意契約を行うため、随意契約
ガイドライン第１６７条の２第１項第２（２）競争が成り立たない
契約をするとき（ウ）契約を誠実に履行できる施設・能力を有
し、かつ当該契約を妥結する意思を示した者と契約をするとき
に該当するものです。

令和５年度　随意契約一覧表（児童部）

※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。

※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。



６月分

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

1
家庭児童相談
室

吹田市子育て世帯家事・
育児支援事業委託業務

吹田市子育て世帯家
事・育児支援事業の業
務を委託する契約

令和5年6月7日から
令和6年3月31日まで

（令和5年6月7日）

吹田市佐井寺四丁目２９
番２号
有限会社　明灯

単価契約
利用者区分

（時間）
A 3000円
B 2700円
C 2400円
D 2100円
他５項目

年間執行予
定総額

2，723，136
円

吹田市子育て世帯家事・育児支援事業委託業務は、実施要
領等により事業費が定められており、募集要項に規定する募
集要件を全て満たす事業所と随意契約を行うため、随意契約
ガイドライン第１６７条の２第１項第２（２）競争が成り立たない
契約をするとき（ウ）契約を誠実に履行できる施設・能力を有
し、かつ当該契約を妥結する意思を示した者と契約をするとき
に該当するものです。

2
こども発達支
援センター

吹田市立こども発達支援
センター杉の子学園通園
バス（Ｂバス）賃貸借契約

吹田市立こども発達支
援センター杉の子学園
への送迎を行うバス３
台のうち１台の賃貸借
契約

令和6年3月1日から
令和11年2月28日まで

(令和5年6月30日)

大阪市北区中津5丁目4番
10号
日通リース＆ファイナンス
株式会社

9,893,400円

指名競争入札の結果、不調となり、最低価格を提示した業者
と随意交渉を行い、本市予定価格の範囲内で交渉が成立した
ため。
（吹田市随意契約ガイドライン令第167条の2第1項第8号に該
当）

※７月分については、対象案件はありません。

８月分

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

1 保育幼稚園室
子ども子育て支援システ
ム　保育料第2子無償化
対応業務

既存の業務システムの
改修

令和5年8月21日から
令和6年3月31日まで

(令和5年8月21日)

大阪市中央区城見2丁目2
番6号
富士通Japan株式会社
関西公共第二ビジネス部

20,196,000円

　契約相手方が開発したシステムを根幹とした本市独自のシ
ステムの改修であり、開発と密接な知識を有する者と締結する
情報システムの運用・保守業務に関連する委託契約であるた
め。
（随意契約ガイドラインの令第１６７条の２第１項第２号の(１)契
約の相手方が特定されるとき【物品・委託役務関係業務】カに
該当）

※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。

令和５年度　随意契約一覧表（児童部）

※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。



※９月分については、対象案件はありません。


